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○鏡野町防災士資格取得補助金交付要綱 

平成３１年３月７日 

告示第２６号 

改正 令和元年７月２５日告示第１３号 

改正 令和３年３月２６日告示第２３号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地域防災の担い手の育成を促進し、もって地域防災力の向上を図

るため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内で防災士資格取得

補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、補助金の交付に関しては、

鏡野町補助金等交付規則（平成１７年鏡野町規則第４７号）に定めるもののほか、こ

の告示に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において「防災士」とは、「自助」「共助」「協働」を原則として、

地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そ

のために十分な意識・知識・技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士

機構（以下「防災士機構」という。）の認証登録を受けた者をいう。 

２ この告示において「自主防災組織」とは、町内で自主防災を目的として結成される

団体であって、町長が認めたものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金交付の対象となる者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれに

も該当するものをいう。 

（１） 防災士研修講座を受講し、防災士の資格を取得しようとする者 

（２） 防災士の資格取得後、自主防災組織又は町内自治会（以下「自主防災組織等」

という。）に所属し、又は自主防災組織等の活動に参加する意思のある者 

（３） 防災士の資格取得後、町と連携し、地域防災活動及び啓発活動を行う意思の

ある者 

（４） 防災士の資格取得に関し他の助成制度による財政的支援を受けていない者又

は受ける予定でない者 

（５） 交付申請を行う年度内に防災士機構による防災士認証登録を受けることがで

きる者 
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（６） 自らが属する自主防災組織等の代表者から防災士資格取得に対する推薦を有

する者 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。 

（１） 防災士機構が認証した研修機関による研修講座の受講料 

（２） 防災士認証登録に必要な教本の購入費 

（３） 防災士資格取得試験受験料 

（４） 防災士認証登録料 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、前条に定める補助の対象となる経費の合計額とし、その限度額

は、１人当たり６万２，０００円とする。 

２ 補助金の交付は、１人につき１回限りとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、鏡野町防災士資格取得補助金交付申請書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。 

（１） 自主防災組織等からの推薦書 

（２） その他町長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第７条 町長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の適否を決

定し、その旨を鏡野町防災士資格取得補助金交付決定通知書（様式第２号）又は鏡野

町防災士資格取得補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、補助金交付申請者

に通知するものとする。 

（変更等の承認） 

第８条 補助金交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助金交付

決定通知を受けた後において、補助金交付申請の内容を変更しようとするとき、又は

中止しようとするときは、鏡野町防災士資格取得補助金変更承認申請書（様式第４号）

を町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（実績報告） 

第９条 交付決定者は、防災士資格の取得が完了したときは、その日から起算して３０

日以内又は補助金交付決定年度の末日のいずれか早い日までに、鏡野町防災士資格取
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得補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければ

ならない。 

（１） 防災士認証状又は防災士証の写し 

（２） 第４条各号に掲げる費用の支払を証明する書類 

（３） その他町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定等） 

第１０条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容の審査を行い、

交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、鏡野町防災士資格取得補助金額の確定通知書（様式第６号）により通

知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１１条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、鏡野町防災士資格取

得補助金請求書（様式第７号）により町長に請求するものとする。 

（決定の取消し） 

第１２条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金交付の条件に違反したとき。 

（３） その他補助金の使途が不適当と認められるとき。 

（補助金の返還） 

第１３条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当

該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその

返還を命ずるものとする。 

（活動努力） 

第１４条 この告示により補助金の交付を受けて防災士の資格を取得した者は、研修講

座等において取得した防災に関する知識及び技術の活用並びに防災士としての資質

向上に努めなければならない。 

（その他） 

第１５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 
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この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年７月２５日告示第１３号） 

この告示は、令和元年８月１日から施行する。ただし、第５条第１項の改正規定は、

令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２６日告示第２３号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 


